
 

新型コロナウイルス感染症への不安や恐れから、感染者、濃厚接触者および

医療従事者や社会機能の維持に貢献してくださっている方々への誹謗中傷やい

じめ、ＳＮＳでの心ない書き込みなどを行うことは決して許されません。 

だれもが不安や心配な気持ちを抱えています。 

その気持ちを解消するのは、「他の人を傷つける」こと 

ではありません。 

ひとり一人がお互いの立場に立ち、思いやりを持って 

支え合いましょう。 
 

    新型コロナウイルスに負けないために、今できること

 

どんなに気をつけていても、だれにでも感染する可能性があります。感染の被害に

あったことを責めるような言動や、ＳＮＳ等での誹謗中傷、偏見や差別など、相手を

傷つけるようなことはやめましょう。 

デマやうわさ話、不確かな情報を広げることにより、感染に関わる風評被害を生み、

感染の不安を大きくします。不確かな情報や相手を傷つける情報を拡散したり、同調し

たりするのはやめましょう。 

感染の被害にあった人たちが日常生活にもどることができるように、温かく支えまし

ょう。生活を支えているすべての人たちに感謝し、相手を思う心を大切にして行動しま

しょう。 

      みんなの人権１１０番（平日 8:30～17:15）  ☎ ０５７０－００３－１１０ 

      子どもの人権１１０番（平日 8:30～17:15）  ☎ ０１２０－００７－１１０ 

      女性の人権ホットライン（平日 8:30～17:15） ☎ ０５７０－０７０－８１０ 

      外国語人権相談ダイヤル（平日 9:00～17:00） ☎ ０５７０－０９０ー９１１ 

       ※ 法務局の職員や人権擁護委員が相談をお受けします 

法務省
人権相
談窓口 

やさしさ・思いやり・感謝の心を大切にして行動しましょう 

デマやうわさ話など不確かな情報を広げるのをやめましょう 

人を傷つける言葉を言ったり、行動したりするのはやめましょう 

〈法務省 HP〉 

安城市の人権相談 第１・３木曜日 午後１時から４時（当日受付・先着順） 【対応】安城市人権擁護委員 

問合せ：安城市 市民安全課 市民相談係 ０５６６－７１－２２２２（直通） 


